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社会医療法人財団白十字会  

白十字会訪問看護ステーション運営規程  

 

（事業の目的）  

第１条  病気や障害等により、在宅において継続して療養を受けている状態にあ

り、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要すると主治

医が認めた高齢者等に対し看護師等が訪問して、医療保険および介護保

険におけるサービスの提供を行う。  

 この事により、在宅療養者の QOL を確保し療養者の病状に応じた適切

なサービスを提供し、より安定した質の高い療養生活が送れるよう支援

する事を目的とする。  

 

（運営の方針）  

第２条  １）  訪問看護サービス事業の実施にあたっては、関係事業機関、地域  

  の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携に努め、その理解  

  と協力のもとに適切な運営を図るものとする。  

 ２）  白十字会と密接な連携を保ち、その協力を仰ぎ在宅医療の質の向  

  上を目指す。  

 ３）  事業者は運営協議会を設置し、事業運営上の必要事項は適宜協議  

  する。  

 ４）  緊急時にも柔軟に対応できる体制を整備する。  

 

（事業所の名称等） 

第３条  指定訪問看護事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 

名 称   白十字会訪問看護ステーション  

所 在 地   佐世保市大和町 30 番地  

出  張  所  白十字会訪問看護ステーション矢峰出張所  

所  在  地    佐世保市矢峰町 153 番地  

 

（職員の職種、人数および職務内容）  

第４条  当訪問看護ステーションに勤務する職員の職種、人数および職務内容  

 は次の通りとする。  

１）  職種：看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、事務職員  

 ２） 職員人数  

 イ）管理者：看護師 1 名 

         管理者は、当訪問看護ステーションの総括責任者として、訪

問看護事業全般を総覧し、職員及び業務の一元的な管理・指

揮命令を行う。  
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ロ）看護師： 2.5 名以上 

  訪問看護計画書及び報告書を作成しサービスの提供を行う。  

 ハ）理学療法士または、作業療法士、言語聴覚士：1 名以上  

        （必要に応じて雇用し配置する。）  

        訪問看護計画書及び報告書を作成しサービスの提供を行う。  

ニ）事務職員： 1 名以上 

 事務的業務全般を行う。  

   

（営業日及び営業時間）  

第５条  当訪問看護ステーションの営業日及び営業時間は次の通りとする。  

１）  営 業 日：  日曜日から土曜日とする。  

２）  営業時間：  8 時 30 分より 17 時 30 分までとする。  

  常時 24 時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整

備し緊急訪問できる環境を整備する。  

 

（サービス実施地域）  

第６条  当訪問看護ステーションのサービス実施地域は次の通りとする。  

佐世保市（但し、浅子町・江迎町・鹿町町・吉井町・世知原町  

小佐々町・離島を除く）とする。  

 

（指定訪問看護の実施）  

第７条  訪問看護は次の様な方法によって交付される主治医の訪問看護指示  

 書に基づき、利用者との充分な協議の上、指示書の発行日より 1 ヶ月  

 以内に実施する。  

１）  利用者の主治医が、当訪問看護ステーション宛に、訪問看護指  

 示書を交付する。  

２）  利用者から直接、当訪問看護ステーションに申し込みがあり、主  

 治医の指示書がない場合は、主治医に当訪問看護ステーション宛  

 の指示書を交付して貰うよう助言する。  

３）  利用者に主治医がいない場合は、主治医を定め、訪問看護指示書  

 の交付を受けるように助言する。  

利用者に主治医の心当たりがない場合、最寄りの訪問診察可能な医

師を推薦し、主治医になって貰うことを依頼するように助言する。 

 

（訪問看護の提供方法及び内容）  

第８条  主治医の指示書に基づき、当訪問看護ステーションの看護師等が利用者

宅を訪問し次の様なサービスを行い、その結果等は月に１回以上主治医

に報告書を提出する。  

１）  病状、障害等の観察  

２）  内服管理  
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３）  点滴  

４）  清拭、洗髪その他身体の清潔保持  

５）  褥瘡の処置及び予防  

６）  体位変換  

７）  カテーテルの管理  

８）  リハビリテーション  

９）  食事、排泄などの日常生活の介助  

１０）  ご家族への介護指導と保健・福祉サービスの紹介と助言  

１１）  ターミナルケア、認知症患者の方の看護  

１２）  医療機器等の管理  

１３）  その他  

 

（緊急時における対応方法）  

第９条   １）  訪問看護サービス実施中に、利用者の病状の急変、その他緊急事  

 態が生じた場合、訪問看護師等は、速やかに主治医に連絡して  

   その指示を仰ぐと共に適切な処置を行う事とする。  

２）   訪問看護師等は、前項においてしかるべき処置を行った場合、       

速やかに主治医及び当訪問看護ステーション管理者に報告する  

ものとする。  

 

（利用料）  

第１0 条  当訪問看護ステーションが、訪問看護サービスを行った場合、利用

者から基本利用料（医療保険）、自己負担金（介護保険）、その他の

利用料を徴収するものとする。但し、医療保険の基本利用料に関し

ては、高額療養費制度、労災保険、公害医療等の適用を受けるもの

とする。訪問看護サービスを開始する前に、利用者や家族等に利用

内容を記載した文書を交付し説明を行い、その理解を得るものとす

る。  

＜医療保険＞  

１）基本利用料  

①  後期高齢者医療対象者：後期高齢者医療受給者証の負担割合に  

 応じ徴収する。  

②  高齢受給者証対象者：高齢受給者証の負担割合に応じ徴収する。 

③  その他の利用者：健康保険等対象者の利用者負担については  

 医療保険各法の定めにより徴収する。  

２）その他の利用料  

利用者の申し出により次の様なサービスを行った場合、医療保険  

の利用料の他に、その他の利用料を徴収する。  

①   訪問看護に引き続き行われた死後の処置：20,000 円  

②  交通費：事業所より通常の交通路で１回につき 15 ㎞未満 200 円、

15 ㎞以上 300 円、以降 15 ㎞毎に 100 円加算いたします。  
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＜介護保険＞  

１）  基本利用料  

厚生労働大臣が定める基準（介護報酬告示）によるものとし、法定

代理サービスであるときは、その１割（または２割、３割）を徴収

する。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担と

する。  

２）  その他の利用料  

介護保険外の料金として実費を徴収する。  

死後の処置料：20,000 円  

 

（個人情報の利用に係る同意について）  

第１1 条  当ステーションは、利用者及び家族に関して知り得た個人情報は守秘

義務を遵守する。但し、利用者の在宅療養を支援する際、関係職種と

の連携において、利用者及び家族の個人情報を提供する必要がある場

合は、最低限の必要事項を、利用者及び家族に対し同意を得たうえで

提供する。  

 

（虐待防止のための措置に関する事項）  

第１２条  虐待発生又はその再発を防止するため、次に揚げる措置を講じるも

のとする。  

１）  虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会  

（Web 会議可）を定期的に開催するとともに、その結果について  

職員に周知徹底を図る。  

２）  虐待防止のための指針を整備する。  

３）  職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。  

４）  前 3 号に揚げる措置を適切に実施するための担当者を置く。  

 

（事業継続に向けた取り組み）   

第１３条  １）  感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要な看護サ

ービスを継続的に提供できるよう、業務継続に向けた計画等の策

定、研修、訓練を実施する。  

     ２）  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行う。  

 

（衛生管理等）  

第１４条  １）  職員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の  

設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。   

２）  感染症の予防及び蔓延防止の為に、事業所は安全で衛生的な環境

を整備するとともに、看護師が感染源となることを予防し、また

看護師を感染の危険から守る為の備品を備えるなどの必要な対策

を講じる。  
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（身体拘束防止）  

第１５条     利用者またはほかの利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や  

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を禁止し次に掲げる必要な措

置を講じる。  

１）  身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身  

の状況並びに、緊急やむを得ない理由を記載する。  

２）  身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催  

するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。  

３）  身体拘束等の適正化のための指針を整備する。  

４）  職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

（記録の記載と整備）  

第１６条     訪問看護事業の状況を適正に把握するために必要な記録を作成、整  

備し、その保存期間はサービス提供の完結日から２年間とする。  

 

（その他の運営に関する留意事項）  

第１７条  １）  当訪問看護ステーションはその社会的使命を自覚し、地域の信頼  

を得る様、努力する。  

２）  訪問看護の質の向上を目指し、看護職員等の研究、研修等の会  

 を設け、業務体制の整備を心がける。  

３）  当訪問看護ステーション職員の服務規定は白十字会・職員就業     

規則を準用する。  

４）  この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は社会医療  

 法人財団白十字会が定めるものとする。  

 

１９９８年１０月１６日 制定  

２０１２年 ８月 １日  改正  

２０１３年 ４月 １日  改正  

２０１３年 ９月１６日 改正  

２０１３年１２月１６日 改正  

２０１４年 １月 １日  改正  

２０１４年 ３月３１日  改正  

２０１４年 ４月 １日  改正  

２０１４年 ５月２０日  改正  

２０１４年 ７月１６日  改正  

２０１４年 ８月１６日  改正  

２０１５年 ４月 １日 改定  

２０１５年 ８月 １日  改定  

２０１５年 ８月１６日 改定  

２０１５年 ９月１６日  改定  

２０１５年１０月１６日  改定  
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２０１６年 １月１６日  改定  

２０１６年 ３月３１日 改定  

２０１６年 ６月 １日  改定  

２０１６年 ６月３０日  改定  

２０１６年１１月１６日  改定  

２０１７年 ５月１６日  改定  

２０１７年 ９月 １日  改定  

２０１８年 ３月１６日  改定  

２０１８年 ４月 ９日  改定  

２０１８年 ５月１６日  改定  

２０１８年 ７月１６日  改定  

２０１８年 ９月１６日  改定  

２０１８年１０月  １日  改定  

２０１８年１０月１６日  改定  

２０１８年１２月  １日  改定  

２０１９年 ７月２５日  改定  

２０１９年１２月１６日 改定  

２０２０年 ４月２２日  改定  

２０２０年 ８月１７日  改定  

２０２０年１２月  １日  改定  

２０２１年 ３月１６日  改定  

２０２１年 ６月１６日  改定  

２０２１年 ８月１６日 改定  

２０２１年１１月  １日  改定  

２０２２年 ８月１６日  改定  

                      ２０２４年 ６月  １日  改定  

                      ２０２５年 ４月  １日  改定  

                      ２０２６年  ６月  １日  改定  


